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1.　はじめに

　大田区では、平成 23 年 3月に大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」を策定し、「みどり　あ
ふれる　未来ＣＩＴＹ　おおた」を目指した「みどりのまちづくり」に取り組んでいます。
　区内では、住宅地の緑や自然緑地の減少が進み、ヒートアイランド現象などの都市気候の変化や二酸
化炭素削減などの地球規模での環境問題を視野に入れた「みどりのまちづくり」の推進が迫られていま
す。そして、緑化推進の重要性の高まりとともに、区民一人ひとりの緑に対する関心も高まっています。
　このような状況の中で、平成 24 年 12 月に新たな「みどりのまちづくり｣ 推進の礎となる「大田区み
どりの条例」を制定し、区内での建築行為等を行う場合の緑化計画書制度についても見直し拡充をいた
しました。この「緑化計画の手引」は、区内で建築行為等を行う区民、事業者、施主などの皆様方に、
区内での緑化推進の意義をご理解いただくとともに、より効果的な緑化推進を図るために作成いたしま
した。
　建築行為等での緑化推進にあたり、区とともに水と緑の環境軸形成やみどりの拠点づくりに貢献して
いくことや、近隣の建物や植栽とのバランスなどを考えたまちの景観に配慮した地域に愛される緑を創
り上げていくことは、建築物等の価値を高め、地域の価値を高め、後世に誇るまちづくりへとつながり
ます。
　また、大規模な敷地の開発にあたる企業や事業者の皆様には、屋上緑化や壁面緑化等を含めた質の高
いみどりを創造することが地域貢献につながり、環境対策やＣＳＲ報告書等の特記事項ともなりますの
で、特段のご協力をお願いいたします。
　本誌をご参考に、これらの理念を活かした緑化推進に取り組み、大田区の「みどりのまちづくり」に
ご協力いただけますようお願い申し上げます。

※地域の区分は概ねの境を示したものです。
　このため、地域の境界は相互に重なって表現されています。 中央防波堤埋立地の帰属については、

まだ決定していません。

６つの地域区分

台地部地域 大 森 地 域

蒲 田 地 域

多摩川沿い地域

糀谷・羽田地域

空港臨海部地域
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みどりの骨格となる国分寺崖線、南北崖線沿
いのみどりや多摩川沿い、呑川沿いのみどり
の保全・創出

みどり豊かな住環境を保ち続けられるみど
りのまちづくりの推進

呑川緑道を中心とした地域内のみどりをつ
なぐネットワークづくりの推進

公園不足地域（ 南千束三丁目付近など ）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園 ・
緑地の整備

５つのみどりの拠点（洗足池周辺、多摩川台
公園周辺など ）の保全 ・ 再生

多摩川につながる水とみどりを活かした
みどりのまちづくりの推進

旧六郷用水を活かしたネットワークづくり

公園不足地域（下丸子一丁目付近など）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

みどりの骨格となる国分寺崖線、南北崖線
沿いのみどりや多摩川沿いのみどりの保全
・創出

２つのみどりの拠点（六郷橋・大師橋緑地
周辺、鵜の木周辺）の保全・再生

呑川や幹線道路を活かした地域のみどり
の骨格づくり

賑わいと活力の中に潤いを感じるみどり
のまちづくりの推進

地域内の回遊性を高める市街地のネット
ワークづくり

公園不足地域（ 池上七丁目付近など ）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

地 域 別 方 針

台地部地域

多摩川沿い地域

蒲田地域

豊かな自然と潤いのある住環境がつながる
みどりのまち

多摩川を活かした水辺の環境が、区民の余暇を支える
みどりのまち

世界に開かれた、賑わいと活力の中に潤いを感じる
みどりのまち

イチョウ並木

　多摩川や南北崖線、国分寺崖線などの豊かな緑を保全し、緑豊かな住

環境を守るために緑の減少をくい止め、公園・緑地の整備や呑川沿いな

どの散策路整備を進め、「豊かな

自然と潤いのある住環境がつな

がるみどりのまちづくり」を推進

します。

多摩川下流

　多摩川の水辺と広大な緑地や崖線の緑を活かしつつ、雑色駅周辺の

地域拠点づくりや住工調和型市街地整備に伴う緑化推進や公園・緑地

整備などに取組み、多摩川につ

ながる道路の並木や緑道、そして

周辺市街地のみどりが一体にな

った「多摩川を活かした水辺の

環境が、区民の余暇を支えるみど

りのまちづくり」を推進します。

呑川沿いの桜

　蒲田駅周辺地区グランドデザインに基づく呑川沿いのみどりを活かし

た水と緑のある潤いを感じる中心拠点整備や東蒲田や新蒲田周辺の住工

調和型市街地整備、東蒲田を含む

大森中地区の防災まちづくりによ

る緑化推進や公園・緑地整備など

に取組み「世界に開かれた、賑わ

いと活力の中に潤いを感じるみど

りのまちづくり」を推進します。
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安全・安心を育む、おもてなしのみどりの
まちづくりの推進

市街地から海へとつづく水辺を活かした
ネットワークづくり

公園不足地域（西糀谷一丁目付近など）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

羽田空港跡地のみどりづくり

みどりの骨格となる羽田から大森南までの
運河沿いと多摩川、呑川沿いのみどりの保
全・創出

２つのみどりの拠点（森ヶ崎周辺、六郷橋
・大師橋緑地周辺）の保全・再生

おもてなしのみどりのまちづくりの推進

水上交通を含めたネットワークの検討・形成

海辺の魅力を活かした公園・緑地の整備

羽田空港跡地のみどりづくり

みどりの骨格となる大森ふるさとの浜辺公
園から城南島、東海までの運河沿いのみど
りの保全・創出

３つのみどりの拠点（大森ふるさとの浜辺
公園、大井ふ頭中央海浜公園周辺など）の
保全・再生

賑わいと、歴史・文化のみどりのまちづくり
の推進

内川を中心とした地域内のみどりをつなぐ
ネットワークづくりの推進

公園不足地域（山王二丁目付近など）の解
消に努め、地域の魅力を活かした公園・緑
地の整備

みどりの骨格となる南北崖線沿いのみどり
や平和島運河沿いのみどりの保全・創出

２つのみどりの拠点（山王周辺、大森ふるさ
との浜辺公園周辺）の保全・再生

大森地域

空港臨海部地域

糀谷・羽田地域

暮らしを感じる賑わいと、浜風と文化のかおる
みどりのまち

海辺の水と緑に包まれた、世界につながる
みどりのまち

地域の活力と安全・安心が育む、おもてなしの
みどりのまち

　山王から馬込に続く南北崖線沿いの緑豊かな住環境を守るとともに、

歴史と文化を感じる大森駅周辺の中心拠点整備や、大森東・南等の住工

調和型市街地整備、大森中地区

の防災まちづくりなどによる緑化

推進や公園・緑地整備などに取

組み、「暮らしを感じる賑わいと、

浜風と文化のかおるみどりのま

ちづくり」を推進します。

大森ふるさとの浜辺公園

　海上公園を核とした海辺のみどりの拠点づくりや貴重な干潟の保全や

人工海浜や緩傾斜護岸などによる海辺の自然環境の復元、再生を推進し

ていくとともに、海辺の賑わいを

生むみどりの拠点づくりや内陸

部からつながる水と緑のネット

ワークづくりをさらに進め、「海辺

の水と緑に包まれた、世界につ

ながるみどりのまちづくり」を推

進します。 城南島海浜公園

　羽田空港跡地のまちづくりや拠点公園・緑地

の整備とともに、大規模工場跡地開発に合わ

せたみどりの確保に努めます。国際空港の玄関

口にふさわしいみどりづくりを進めるとともに、

地域内の安全・安心を高める防災まちづくり事

業などを通して、「地域の活力と安全・安心が育

む、おもてなしのみどりのまちづくり」を推進し

ます。

萩中公園
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2.　緑化計画にあたっての留意事項

　樹木や樹林は長い年月をかけて生長し、地域のシンボルとなっているものが数多くあります。新たな
建築行為等を行う場合には、敷地内の既存の樹木や樹林等を可能な限り保全してください。
　既存の樹木や樹林等を保全して建築行為等を行う場合には、必要となる緑化の面積を有利に計算でき
る優遇措置があります。「8．緑化面積の算定」を参考にしてください。

　樹木や樹林等の生育環境や都市内の生物多様性を保全していくには、河川、池沼、海浜、湧水、地下
水などの水環境の保全に努めていく必要があります。 かつて区内には多くの湧水がありましたが、開発
行為等により徐々に減少しています。
　区内に残されている貴重な湧水を保全するために、 建築行為等を行う敷地及び、周辺に湧水がある場
合には、湧水の保全に支障を及ぼさないように、必要な措置を講じるように努めてください。

  「水と緑の環境軸」とは大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」に定めているもので、「緑の環
境軸」は多摩川沿いから山王までつながる国分寺崖線と南北崖線沿いの範囲、「水の環境軸」は多摩川、
呑川、内川、臨海部の運河などの水際線沿いの範囲を示しており、緑化の推進や散策路の整備、公園緑
地の整備など重点的に行われています。
　緑化の計画にあたっては、これらの環境軸の形成に寄与するように、なるべく環境軸に沿った緑を創
出し、緑の連続性が保たれるようにご協力をお願いいたします。
　特に、区内中央部を縦断する呑川沿いで建築行為等を行う場合には、区が定めた「呑川緑道軸整備計
画」に基づき、呑川沿いの道路・通路等からのセットバックなどにより、道路・通路を含めた７メート
ルまでの範囲について提供歩道や公開空地、環境緑地帯等としての自主整備に努めていただけますよう
特段のご協力をお願いしています。

既存樹木・樹林の保全1

2 湧水の保全

3 水と緑の環境軸への配慮

【対象区域図】
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　複数の建築物等を有する大規模な一団の土地は、地域の緑化推進や景観形成、自然環境の向上などの
面で重要な役割を担っています。
　概ね5,000㎡以上の一団の土地で建築行為等を行なう場合には、より多くの永続的な緑地の確保や、
敷地全体の景観に配慮した緑化の計画を示していただき、緑化の推進や地域の自然環境の向上に努めて
いただきます。

4 大規模な一団の土地における建築行為等の場合

●
　大田区の地形は、国分寺市から続く国分寺崖線、北区から続く南北崖線により、西北部の台地部と東
南部の低地部に分かれています。台地部は武蔵野台地の東南端にあたり、低地部は海岸や多摩川の自然
隆起と堆積によってできた沖積地と、臨海部埋立地からなっています。
　大田区のみどりは国分寺崖線・南北崖線沿いのみどりや多摩川・呑川・内川などの河川、運河沿いの
みどりなどがつながり、骨格を形成しており、以下のようになっています。

大田区の地形とみどり



1,000㎡以上の敷地Ｂ 工作物の建設

Ｄ 駐車場の設置
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Ａ 建築物の新築、増築又は改築 300㎡以上の敷地

Ｃ 屋外運動競技施設又は屋外娯楽施設の建設 1,000㎡以上の敷地

① 住宅宅地開発事業（道路を設ける宅地開発で、事業区域面積
　が350㎡以上又は区画数が５区画以上）

② 集団住宅建設事業（計画戸数が15戸以上）

③ 墓地開発事業 （事業区域面積が350㎡以上）

建 築 行 為 等 の 種 類 規 　 模

収容台数20台以上かつ300㎡以上の敷地

3.　対象となる建築行為等

　大田区では、みどりの保全や緑化の推進を図るため、次のいずれかに該当する建築行為等を行う場合、
「大田区みどりの条例」第25条により、「緑化計画書」の提出が義務づけられています。

Ｅ 地域力を生かした大田区まちづくり条例
　 で規定する住宅宅地開発事業及び集団住
　 宅建設事業、墓地開発事業

備考
1　国や地方公共団体の場合は、上記Ａ～Ｄの建築行為等では、敷地面積250㎡以上が対象となります。
2　敷地が大田区と隣接する他の自治体にまたがる場合は、双方の基準を満たし、緑化計画書の提出が必要です。
3　工作物の建設とは、製造施設 （ プラント ） 、貯蔵施設 （ タンク ） 、その他これらに類する工作物が対象となります。
4　事業区域とは大田区開発指導要綱第２条第４号に規定する、開発事業を行う区域で、敷地、新設道路及び地域力を生かした大田区まちづくり条例
　  第２条第21号に規定する後退用地並びに公園、公共公益施設用地等で区に提供する用地の範囲をいいます。

　大田区まちづくり推進部 建築審査課 建築審査担当　電話 ５７４４－１３８７

ア　東京都への届出
　大田区へ緑化計画書を提出した計画については、「東京における自然の保護と回復に関する条例」
第14条に基づく東京都への緑化計画書の届出を省略できます。（ただし、同条例第47条、第48条の
開発許可に該当する場合は、東京都への許可申請は必要となります。）

イ　その他緑化指導にかかる区への届出
　「東京都風致地区条例」、「大田区墓地等の経営の許可等に関する条例」、「大田区工場立地法地
域準則条例」、各地区計画等他の条例などに緑化に関する基準などがある場合には、当該条例等の基
準も合わせて適用されます。

（1）対象となる建築行為等

表１

（2）担当窓口及び緑化計画書の届出先

（3）関連事項
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　緑化計画書の作成前に、あらかじめ緑化計画等の内容
について建築審査課に相談してください。緑化計画書の
事前相談は、時間がかかる場合がありますので、建築確認
申請等（注意：８ページ参照）の概ね30日前までに開始し
てください。なお、事前相談には、あらかじめ以下の書類
が必要です。

4.　緑化計画書の手続きフロー

　緑化計画の作成から完了までは次のような流れ
になります。

①  事 前 相 談

②  緑化計画書の作成

ａ 案内図　　ｂ 敷地の求積図
ｃ おおまかな植栽の計画図
ｄ 現況写真（既存樹木を残す場合）

　緑化計画書（第13号様式 37ページ）や緑化計画の概要
書（39ページ）・植栽樹木等一覧表（40ページ）等を添付し
た緑化計画書を作成し、建築審査課へ提出してください。
詳しくは後述の「11．緑化計画書の提出及び作成要領」（25
ページ）を参考にしてください。

　提出された緑化計画書の内容が、「大田区みどりの条例」
の基準と適合しているかどうかを審査します。

③  緑化計画書の審査

　審査の結果、条例に適合していると認められた場合に、
事業者に「緑化計画認定通知書」を交付します。審査期間
は２週間程度です。
　なお、提出した緑化計画書の内容を変更するときは、変
更届の提出が必要となる場合があるので、速やかに建築
審査課に連絡してください。

④  緑化計画認定通知書の交付

※駐車場の設置、住宅宅地開発事業の場合など、建築確認
　申請を伴わない場合もあります。

⑤  建築確認申請等（建築審査課又は民間指定確認検査機関等へ）
　緑化計画認定通知書の交付を受けた後に、建築確認の申請をしてください。

　工事着手

　工事完了

※変更がある場合
　緑化計画認定通知書の受理後に計画が変更になった場合は「緑化計画書
　の変更届」の提出が必要となります。

⑥  緑化完了届の作成
　緑化工事が完了した後、完了写真等を添付した緑化完了届を提出してください。
　詳しくは、後述の「12．緑化完了届の提出及び作成要領」（27ページ）を参考にしてください。

⑦  緑化の完了の調査
　計画書どおりに緑化が実施されたかどうかを、提出された書類の審査もしくは現地立会い調査により確認します。

⑧  緑化完了確認通知書の交付
　緑化完了届の調査により、計画書どおりの緑化が確認された場合、事業者に「緑化完了確認通知書」を２週間程度で
交付します。

相談
条例等の説明

緑化計画の完了

⑥ 緑化完了届の作成

工 事 完 了

工 事 着 手

認定通知書の受理

⑤ 建築確認申請等
(建築審査課又は民間指定
 確認検査機関等）※

② 緑化計画書の作成

① 事前相談

提出

交付

⑦ 緑化の完了の調査

⑧ 緑化完了確認通知書
　 の交付

③ 緑化計画書の審査

④ 緑化計画認定通知書
　 の交付

届 出 者
大田区

（建築審査課）

提出

交付
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▲建築物上の緑化

▲接道部の緑化
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　この手引で使用する用語の定義は、次のとおりです。

緑  地 樹木や多年草等で覆われている土地及び植栽が可能な土地、並びにこれらと一体と
なっている池等の水辺をいいます。

緑地帯 縁石等で区画された緑地。

緑  化 緑地や緑地帯に新たに樹木等を植えること

樹  木

樹木とは、次の「高木」、「中木」、「低木」をいいます。

①高木
　　通常の成木の高さが５ｍ以上の樹木で、
　植栽時に高さが３ｍ以上であるもの

②中木
　　通常の成木の高さが３ｍ以上の樹木で、
　植栽時に高さが1.5ｍ以上であるもの

③低木
　高木、中木以外の樹木であり、植栽時に
樹高0.3ｍ以上であり、枝張りが0.6ｍ以
上であるもの
（竹類は低木に含まれます。）　

生  垣 樹高0.9ｍ以上であり樹木の枝葉が連続しており、樹木を植栽する土地を縁石で囲って
ある場合は、当該縁石の高さが0.5ｍ以下のもの

単独木 他の緑地から独立して植樹され、枝葉が他の樹木と接していない樹木

地被植物 ①芝、リュウノヒゲ、アイビー、笹類等の多年草をいう。苔類は含まない。
②ツル性植物（フジ、ツタ類、カズラ類等の木性のツル植物）

接道部 敷地のうち、道路（建築基準法第42条に規定する道路）に接する部分

接道部長さ 接道部の総延長。ただし、敷地内外で１ｍ以上の高低差があり、緑化が困難な場合は、
その部分の長さを接道部長さから除くことができます。

樹  冠 樹木の枝葉の広がり

樹冠投影面積 樹冠を地表に真上から投影した面積を樹冠投影面積といいます。ただし、徒長枝を除
きます。

既存樹木 緑化計画書提出時に当該計画敷地内に存する樹木で、緑化完了時においても敷地内に
存する樹木（敷地内の移植も含みます。）

義
定
の
木
樹

5.　用語について

表２　用語の定義
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6－1 地上部の緑化基準　　　6－2 接道部の緑化長さの基準

6－1 地上部の緑化基準　　　6－2 接道部の緑化長さの基準
6－3 建築物上の緑化基準（屋上、壁面、ベランダ等）

6.　緑化の基準
　緑化の基準は、敷地の規模に応じて、次の基準により緑化してください。
　緑化の基準(地上部、接道部、建築物上）の算定は、小数点以下第３位において切り上げとします。

備考
1　「敷地の規模」とは、地域力を生かした大田区まちづくり条例で規定する住宅宅地開発事業（下記6－1の例２を参照）、集団住宅建設事業、墓地開発
  　事業の場合は、事業区域の面積とします。建築行為等（表１Ａ～Ｄ）の場合は、敷地面積（建築基準法施行令第２条第１号に規定するもの）とします。
2　建築物上の緑化基準は、建築行為のみに適用します。

(１)　敷地内の地上部では、次の式で算出された面積(接道部の緑化面積を含みます。)以上を、樹木の
　　植栽等により緑化してください  (「6ー4地上部の植栽本数の基準」を参照）。

6-1.  地上部の緑化基準

表３
敷地の規模　1,000㎡未満

敷地の規模　1,000㎡以上
国及び地方公共団体にあっては、
敷地の規模250㎡以上が対象

表４　【地上部緑化係数】
敷地の規模

用途地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域

その他の地域

1,000㎡以上500㎡未満 500㎡以上
1,000㎡未満

0.3 0.4

①  一般的な建築行為等の場合(②以外)

0.2 0.25 0.35

地上部の緑化基準面積  ＝｛  敷地面積　 × ( 100 － 建蔽率　 )×  　　｝×  地上部緑化係数
〔 ㎡ 〕 〔 ㎡ 〕 〔 ％ 〕 （ 表４の数値 ） 

例１　　複数の用途地域にまたがる場合は、用途地域ごとに全体の「敷地の規模」の緑化係数を適用します。
( 例 ) 敷地面積800㎡　　第１種低層住居専用地域（建蔽率40％）500㎡
　　　　　　　　　　　その他の地域（建蔽率60％）300㎡　　　　　　　　の場合
地上部の緑化基準面積：
｛ 500 × ( 100 － 40 ) ／ 100 ｝× 0.3  ＋｛ 300 × ( 100 － 60 ) ／ 100 ｝×  0.25  ＝  120㎡

第１種低層住居専用地域
（建蔽率40％）500㎡ その他の地域

（建蔽率60％）300㎡

敷地面積 800㎡

300㎡500㎡

その他１低

例２　　地域力を生かした大田区まちづくり条例で規定する住宅宅地開発事業の場合は、事業区域内の各区画
　　　の面積を「敷地の規模」とし、それぞれの区画の条件を適用した「地上部緑化係数」を採用することが
　　　できます。

( 例 ) 事業区域の面積1,150㎡　用途地域は表４のその他の地域（建蔽率60％）
　　 うち　道路部分100㎡、100㎡×４区画、650㎡×１区画　の場合
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　敷地のうち、道路に接する部分の長さに、下表【接道部緑化係数】を乗じて得た長さ以上を樹木の植
栽等により緑化してください。

備考
1　総合設計制度等とは、建築基準法第59条の２、同法第86条第１項から第４項まで又は同条の２第１項から第３項までに規定するものをいいます。
2　再開発等促進区とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第12条の５第３項に規定するものをいいます。
3　高度利用地区とは、都市計画法第８条第１項第３号に規定するものをいいます。
4　特定街区とは、都市計画法第８条第１項第４号に規定するものをいいます。
5　建築面積とは、建築基準法施行令第２条第１項第２号に規定するものをいいます。

備考
1　住宅とは、共同住宅（マンション等）、長屋その他の住宅をいいます。
2　区分の適用に当たっては、施設の１階部分における主たる用途によることとします。
※  通行の便その他の事情により、接道部の樹木の植栽等による緑化に支障があると認められる場合はこの限りではありません。

6-2.  接道部の緑化長さの基準

表６　【接道部緑化係数】

表５

②  総合設計制度等を適用して計画する建築行為等の場合

(２)　地上部から建築物上への緑化面積の振り替え

　総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められてい
る区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の施設に該当する場合は、①の「一般的な建築行
為の場合」の基準と下表の基準とを比較して、大きい方の面積が緑化基準となります。

　地上部での緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由があるときは、地上部において必要と
される緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物上の同一面積について、樹木の植栽等
による緑化をもって代えることができます。
　ただし、地上部での緑化基準面積の２分の１を上限とします。

敷地の規模

5,000㎡未満の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡未満）

緑化基準（算出面積）

5,000㎡以上の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡以上）

（敷地面積－建築面積）× 0.3

（敷地面積－建築面積）× 0.35

地上部の緑化基準面積：
｛ 100 × ( 100 － 60 ) ／ 100 ｝× 0.2 × 4  ＋｛ 650 × ( 100 － 60 ) ／ 100 ｝×  0.25  ＝  97㎡

敷地面積1,150㎡

650㎡

100㎡ 100㎡

100㎡ 100㎡

100㎡
道路部分

接道部緑化長さの基準　＝　接道部長さ　×　接道部緑化係数 ( 表６参照 )

工場、店舗、事務所、宿泊施設、
駐車場、作業場、資材置場　等

1,000㎡以上
3,000㎡未満

屋外運動競技施設、屋外娯楽施
設、墓地、廃棄物処理施設　等

庁舎、学校、美術館、医療施設、
福祉施設、集会施設　　　　等

上記以外の施設（倉庫　等）

住宅

区　分
敷地の規模 10,000㎡以上

30,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満 30,000㎡以上500㎡以上

1,000㎡未満500㎡未満

4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10

5 / 10 6 / 10 7 / 103 / 102 / 10

4 / 10 7 / 10 8 / 10

4 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10

2 / 10 3 / 10 6 / 10 7 / 10



　敷地の形状や周辺環境など特別な理由により、基準によ
る植栽が困難な場合は、次の方法により植栽本数を代替す
ることができます。

　建築物上の緑化は、上記の基準は適用しません。建築物上については、建築物上の緑化基準面積以上
を、樹木、芝、多年草等により緑化してください。

　低木については、１本の枝葉の広がりが直径60㎝以上あ
る場合の本数です。これに満たない大きさの場合は同等以
上の広がりを確保できるよう必要な本数の植栽を行ってく
ださい。

　敷地の規模1,000㎡以上（国や地方公共団体は250㎡以上）で建築行為等を行う場合は、地上部の緑化
基準に加え、建築物上（屋上、壁面、ベランダ等）の緑化基準を設けています。
　建築物上の緑化基準の面積は、次によって算出される面積を緑化基準面積とし、その面積以上を樹木、
芝、多年草等により緑化をしてください。
　下の表７、表８において、「屋上」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいい
ます。「屋上の面積」とは、屋上のうち、建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積と
します。
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(１)　建築物上の緑化基準面積の算出

②  総合設計制度等を適用して計画する建築行為等の場合

(２)　建築物上から地上部への緑化面積の振り替え
　建築物上での緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由があるときは、当該建築物上におい
て必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該地上部の同一面積について、樹木、
芝、多年草等の植栽による緑化をもって代えることができます。

　樹木の標準植栽本数は、地上部緑地帯の緑化の
面積の基準10㎡につき、「高木１本＋中木２本＋
低木５本」以上を植栽するものとします。(小数点
以下は四捨五入）池や単独木等で緑化面積を求め
る場合は適用しません。

6-3.  建築物上の緑化基準

6-4.  地上部の植栽本数の基準

表７
敷地の規模

5,000㎡未満の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡未満）

緑化基準（算出面積）

5,000㎡以上の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡以上）

屋上の面積　   ×　  0.2

屋上の面積　   ×　  0.25

①  一般的な建築行為等の場合(②以外)

表８
敷地の規模

5,000㎡未満の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡未満）

緑化基準（算出面積）

5,000㎡以上の場合（国や地方公共団体の敷地の場合は、1,000㎡以上）

屋上の面積　   ×　  0.3

屋上の面積　   ×　  0.35

高木１本　　⇔　　中木２本
中木１本　　⇔　　低木３本

注）高木を低木で代替はできません。

 例）地上部の緑化基準面積が55㎡の場合
・ 高木 ： 55㎡ ÷ 10㎡ × １本 ＝    5.5 本  →     6本
・ 中木 ： 55㎡ ÷ 10㎡ × ２本 ＝  11.0 本  →  11本
・ 低木 ： 55㎡ ÷ 10㎡ × ５本 ＝  27.5 本  →  28本

低木の枝葉の広がり 10㎡当たり低木数
60 ㎝
50 ㎝
40 ㎝
30 ㎝

5 本

20 本
11 本
7 本



　接道部のほか、駐車場や建物の屋上・壁面
等に緑化をしてください。商業地域などで植
栽面積が小さい敷地では成長の遅いものやせ
ん定のしやすい樹種を選びましょう。

　接道部を積極的に緑化
してください。敷地境界
部にやむをえず植樹する
場合は、日陰に強く、管理
の手間がかからない樹種
を選び、きちんと管理が
できる状態で植樹してく
ださい。

　緑地は、接道部に設けることを基本とし、周辺の樹木や環境との調和のとれた景観づくりを考慮して
ください。また、隣地境界との狭隘スペースや日照のほとんど当たらないような場所への植栽は極力避
けてください。
　なお、直接道路に接していない緑地であっても、接道部の範囲内（下図参照）にあり、塀等で遮られ
ておらず、道路から見通せる場合は、接道部緑地として扱えます。
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建築物の前面で
はないため、接
道部の緑地に該
当しません。

ａ ｂ ｃ

（ａ+ｂ+ｃ）

7.　緑地の配置

建築物

敷地

隣
地

建築物の前まで

隣
地

図１

接道部の範囲 接道部の緑地 接道部緑化長さ

図２ 図３

図４

小規模施設 中規模施設

大規模施設

　大規模施設ではシンボルツリーとなるような樹高５ｍ以上の樹木
を可能な限り多く植えてください。
　ビル風対策として植樹する場合は、樹種や植樹場所を事前によく
検討してください。
　大規模な緑地の出現は街の景観形成に大きく役立ちます。地域貢
献の一環として多彩なみどりを演出してください。

道　路

道路

道路

道
路

建物建物

建物 道路

道
路

建物

駐車場

道路

道
路 建物

（かつ奥行約５ｍまで）



下記のように独立した
樹木は単独木として算
定できます。

注）緑地帯の中にある樹木や生垣の樹木は、
　  単独木として算定することはできません。

　基本的に植栽本数（6-4）による緑地又は緑地帯を緑化面積とします。緑化面積には縁
石等は含みませんが、高木の樹冠部分が区画した緑地帯からはみ出ている場合は、その部
分の面積を算入することができます。また、樹木と一体をなす地被類及び池の面積を含めて
緑化面積として算入できます。
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8.　緑化面積の算定

　地上部の緑化面積の算定に当たっては、原則として、下記の表９、①緑地、緑地帯の計算を基本とし
てください。ただし、①の緑地、緑地帯の計算によることが適切でない単独木や生垣等による緑化につ
いては、②又は③、既存樹木については、④又は⑤により算定してください。
　緑化面積（計画値）は、小数点以下第２位までとし、それ以下は切り捨てとします。

　①樹冠が重なり合うなどで、緑化面積が重複する場合のその面積（Ｗカウントはできません。）
　②敷地からはみ出している樹冠部分の面積
　③建物等の下（庇下）に当たる部分の緑化面積
　④緑地帯の中にある照明の基礎、ハンドホール等
　⑤縁石の面積

①緑地、緑地帯

②単独木

8-1.  地上部の緑化面積

表９

緑化面積に算定しないもの

※樹木により緑化した緑地を基本としますが、地被植物のみの緑地帯も緑地面積に算定できる場合があり
　ます。ただし、地上部緑化基準面積の20％を上限とします。（緑化ブロックを使用する場合は製品の緑化
　率を計画面積に乗じて算定してください。）

　他の緑地から独立している高木、中木及び低木は、
実際の樹冠投影面積を緑化面積とします。
　ただし、高木、中木については、次の算定方法により
緑化面積を算定することができます。

　（ア）  高さ３ｍの場合は、１本当たり３㎡
　（イ）  高さ３ｍを超えるものは、その高さの７割を
　　　 直径とする円の面積

ア　高木

イ　中木
　中木１本当たり１㎡

建築物 建築物

生垣

緑
地
帯

○
緑地帯にある樹木や、
生垣は単独木として算
定できません。

×

【 基本 】

建築物

上図の場合の緑化面積＝（ａ×ｂ）＋（ｄ×ｅ）＋ｃ

ｃ：はみ出た部分のみ

ｅ

ｄｂ

ａ



●保護樹木を保全する場合
・高木→次の (ア) ～ (エ) のいずれかの面積×1.3
（ア）樹冠投影面積
（イ）樹高３ｍの木は３㎡
（ウ）樹高３ｍを超え樹高５ｍ未満の木は、樹高×0.7を直径とする円の面積
（エ）樹高５ｍ以上の木は、樹高を直径とする円の面積 
・中木→次の (ア) (イ) のいずれかの面積×1.3
（ア）樹冠投影面積
（イ）１㎡
・低木
樹冠投影面積×1.3

●保護緑地を保全する場合
保護緑地の面積×1.3
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　生垣の面積（生垣の延長に表土幅を乗じた面積）又は生垣の樹冠投影面積

④既存樹木 　既存樹木（敷地内移植も含む）については、上の①から③までにより算定した
面積を緑化面積とすることができます。

⑤既存樹木
　保護樹木
　保護緑地
　の優遇措置

ア　高さ５ｍ以上の既存樹木（高木）を保全する場合
　樹木の高さを直径とする円の面積を樹冠投影面積とし、緑化面積に算定すること
ができます。

イ　保護樹木及び保護緑地を保全する場合　

　ただし、上記 ア と イ による算定方法は合計で、地上部の緑化基準面積の 50 % を
上限とします。

③生垣



※上記の計算方法を利用する場合は、該当する樹木等の現況写真をお持ちのうえ、事前に窓口で協議が
　必要です。

・地上部緑化基準面積
　{ 2,000×(100ー60)×         }×0.35 ＝ 280 (㎡ )

・樹高６ｍ（単独木）のシラカシ２本の緑化面積は、
　(６÷２) ２×3.14×２本 ＝ 56.52㎡  として計算できます。
※緑化基準面積の２分の１(140㎡)より小さいため、このま
　ま算入できます。よって、新たに必要な緑地の面積は、
　280㎡（緑化基準面積)－56.52㎡ ＝ 223.48㎡となります。
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（対象：高さ5m以上の高木）

＜既存樹木の優遇計算を利用した場合＞

・新たに必要な植栽本数は下記のようになります。
　高木（樹高3.0ｍ以上）223.48 ÷ 10 × １ ＝  22.3  →   22本
　中木（樹高1.5ｍ以上）223.48 ÷ 10 × ２ ＝  44.7  →   45本
　低木（樹高0.3ｍ以上）223.48 ÷ 10 × ５ ＝ 111.7 →112本

＜地上部の緑化面積の基準＞

1
100

・地上部緑化基準面積
　{ 800×(100ー60)×         }×0.25 ＝ 80 (㎡ )

・樹高６ｍ（単独木）のシラカシ２本の緑化面積は、
　(６÷２) ２×3.14×２本 ＝ 56.52㎡  ですが、
　優遇計算では緑化基準面積の２分の１(40㎡)を超えること
　はできないため、40㎡までが算入できます。

　よって、新たに必要な緑地の面積は、
　80㎡（緑化基準面積) － 40㎡ ＝ 40㎡となります。

＜既存樹木の優遇計算を利用した場合＞

・新たに必要な植栽本数は下記のようになります。
　高木（樹高3.0ｍ以上）40 ÷ 10 × １ ＝  4  →    4 本
　中木（樹高1.5ｍ以上）40 ÷ 10 × ２ ＝  8  →    8 本
　低木（樹高0.3ｍ以上）40 ÷ 10 × ５ ＝ 20 →  20本

＜地上部の緑化面積の基準＞

1
100

~　いまある木を伐らないで残すと緑化計算上優遇されます　~
【 事例 】既存樹木の優遇計算を利用する場合
　　　　※この例では、接道部の長さや建築物上の緑化について考慮しないこととします。

① 敷地1,000㎡以上で既存樹木２本を残す場合

　　（設定）敷地面積：2,000㎡　　用途地域：準工業　　建蔽率：60％
　　　　　　建築面積：1,000㎡　　用途：集合住宅
　　　　　　残存する樹木：樹高６ｍのシラカシ２本（単独木）

② 敷地1,000㎡未満で既存樹木２本を残す場合

　　（設定）敷地面積：800㎡　　用途地域：準工業　　建蔽率：60％
　　　　　　建築面積：480㎡　　用途：集合住宅
　　　　　　残存する樹木：樹高６ｍのシラカシ２本（単独木）

特別な計算方法
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建築物上の場所 建築物上の場所の意味と注意 緑化面積

①屋上

ア　「屋上」とは、建築物の屋根部分で人
　の出入り及び利用可能な部分をいいま
　す。「人の出入り及び利用可能な部分」
　とは、
　(ア)エレベーターや階段(ステップ型)等
　　により人が昇降できる屋根等で、は
　　しごや移動式階段(タラップ等)を利用
　　する場合を除きます。
　(イ)高さ1.1メートル以上の手すりや柵
　　などで囲まれており、安全を確保で
　　きる範囲であること。
イ　「屋上の面積」とは、屋上のうち、建築
　物の管理に必要な施設に係る部分の面
　積を除いた面積。太陽光パネル、空調設
　備等建築物の管理に必要な部分を除きます。 

ア　樹木、芝、多年草等を植栽した植栽基盤の
　面積を緑化面積とします。なお、植栽基盤
　からはみ出した樹冠の部分と樹木と一体を
　なす池の面積を含めることができる場合が
　あります。

　

イ    可動式植栽ます等を用いる場合は、概ね
　容量100リットル以上のものを緑化面積の
　対象とします。

②ベランダ等

　建築物等の側面で外部に突出又は外部
と一体となった構造を持ち、室内や廊下等
から人が出入りできる部分をいい、構造の
類似するバルコニーやテラス等も含みます。

ア　上記①屋上の緑化面積に準じます。
イ　複数階において、平面上で緑地帯が重複す
　る場合は各階ごとの面積を算定できます。

③壁面等

ア　建築物等の外壁部分で、地上面に対し
　てほぼ垂直に設置された側面をいいます。
イ　立面緑化資材等工作物の場合も認め
　る場合があります。

ア　壁面に補助資材(フェンスなど)が設置され
　ている場合は、補助資材で覆われた面積を
　緑化面積として算定できます。ただし植栽
　基盤面から高さ(下垂型は長さ)10mを上限と
　します。
イ    補助資材を設置しない場合は、緑地帯又
　は植栽ます等から、高さ１m(下垂型は長さ
　１m)を緑地帯等の延長に乗じた面積で緑化
　面積として算定できます。　
ウ　立面緑化資材、塀など工作物の立面も、ツ
　ル性植物等で覆われている場合は緑化面積
　として算入できる場合があります。

表１０

= 屋上の面積
※個人の専用部分を含みます。

（搭屋）

　建築物上の緑化面積は、樹木、芝、多年草等を植栽した植栽基盤の面積を緑化面積とします。建築物
上の緑化面積は、次の方法を参考にして算定してください。
　緑化面積（計画値）は、小数点以下第２位までとし、それ以下は切り捨てとします。

8-2.  建築物上の緑化面積
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　接道部緑化長さは、道路に面して樹木等で緑化された長さとし、次の事項ごとに算定した長さを合算
してください。ただし、緑化の長さが重なる部分は、二重算定することはできません。また塀などで道
路からの見通しが妨げられた部分は、接道部緑化延長に算入しません。

① 緑地、緑地帯、生垣
　樹木等で覆われた土地（縁石等で区画されている場合は縁石等の外側まで）や生垣の長さとします。

② 単独木
　単独木は、その樹冠投影面積の幅が長さになります。また、高さが3mを超える木の場合は、その木の高さの
７割を長さとして算定することができます。

③ 既存樹木
　既存樹木で高さ３ｍ以上ある高木については、その高さを緑化の長さとして算定できます。　　　　

④ 壁面緑化、立面緑化
　接道部に面した壁面で、地上部からの高さが10ｍ以下の部分にツル植物等により緑化し、かつ接道部から容易
に視認できる場合は、その水平方向の長さを緑化の長さとして算定できます。また、立面緑化（建築物の壁面では
ない場合）などの資材の場合に算定できる場合があります。

⑤ 屋上及びベランダ等の緑化
　接道部に面した屋上又はベランダ等で、地上部からの高さが10ｍ以下において、樹木等による緑化を行い、かつ
接道部から容易に視認できる場合には、重複部分を除いて接道部緑化長さに加えることができます。

（例1）「接道部長さ」と「接道部緑化長さ」の算定
上図・式を参考にしてください。数値は小数点以下第２位まで（cmまで）とし、それ以下は切り捨てとします。

★

※角地の緑化は、交通への配慮が必要です。

例1

9.　接道部緑化の長さの算定
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例２
植栽地の一端が道路に接し、奥行き５ｍまでの場所に、
道路からの見通しが確保できる形で植栽したときは、その
奥行き方向の長さを接道部緑化長さとすることができます。
　　　接道部緑化長さ＝Ｌ1＋Ｌ2＋Ｌ3

※駐車場や出入り口等により接道部緑化が困難な場合の計算

◀立面緑化

▲接道緑化

★

壁  面  緑  化

〔登はん型〕 〔下垂型〕

ベランダ緑化

敷地 道路 敷地 道路 敷地 道路

建
　
築
　
物

建
　
築
　
物

建
　
築
　
物

高さ
10m以下

高さ10m以下で
樹木（固定式）
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（１）接道部に重点を置いた計画
　　接道部の緑は、建物の外部空間の美しさとともに周囲との緑の連続性と調和を生みだし、まちなみの
景観を高めてくれます。そのため、計画をたてるときは、接道部に緑を配置する計画を立ててください。
　接道部の緑化は中高木や生垣に低木を組み合わせて景観に配慮して植栽することを基本とし、防災上
道路沿いにはできるだけ塀や工作物を設置しないでください。防犯上の理由などからフェンスや柵を設
置する場合もその外側へ意匠性の高い緑化や登はん性植物による立面緑化などを行ないましょう。また
道路交通への安全性に注意してください。

（２）接道部緑化のポイント
　道路と接道部緑地との間に段差があったり、特殊な土地利用区分に接道部緑地が接している場合には
以下のように植栽してください。

ア　敷地と道路の高低差がある場合

イ　フェンス等を設ける場合
　塀やフェンスを接道部に設ける必要がある場合は、設置位置を道路から後退させ、その前面（道
路側）を緑化する形を基本とします。

※ フェンスや柵の色は黒やこげ茶など景観的にも落ち着いたものをおすすめします。

★

★

10-1.  効果的な緑化計画への配慮事項

※ 接道部の緑地帯の縁石等の高さは、できるだけ低くし、50cm以下になるようにしてください。

10.　配慮事項
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（1）植栽基盤の確保
　植物のよりよい生長を促がすため、有効土層厚及び優良土壌の確保に努めてください。

（２）日光、降水の確保
　樹木等が生育するために必要な太陽光、雨などが十分あたる場所に緑化を行ってください。

（３）環境にあった樹木種類の選定
　別表（28、29ページ）などを参考に、植栽地の光環境や土壌の乾湿などの土壌条件に適した樹木等
を選定してください。

　※臨海部地域では、潮風に強い樹木を植えるようにお勧めします。
　※季節により、サザンカやツバキには茶ドクガが発生しやすくなりますので、管理に注意が必要です。
　※トンボや蝶、小鳥の好む樹木を植えるなど、生物多様性を考慮に入れて植栽計画をたてましょう。

未来の生態系を守るために
　　現在、世界の各所で外来種による生態系の変化が起きています。皆さんの身近なところでも在来の近縁種
や外来種と同じ環境を好む種が絶滅の危機に瀕しているかもしれません。現在の生態系を守るためには、外
国や他の地域からきた植物に適切に接していく必要があります。「こんな植物を植えたいな」と思ったときに、
その植物がどんな植物で周りへの影響としてどんなことが考えられるかを調べてみてください。そういった
みなさんの 1つ 1つの積み重ねが未来への生態系の保護につながっていきます。

（４）屋上・ベランダ緑化のポイント
　屋上、ベランダ等においては、荷重条件に注意し、十分な植栽基盤の確保、建物防水層の保護対策、
落下・転落防止の安全対策、排水対策、灌水方法、避難路の確保などに配慮してください。

★

10-2.  技術的な配慮事項
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（5）壁面緑化のポイント
　屋上、ベランダ等の留意点と同様、十分な植栽基盤の確保、水遣り方法や美観の形成に配慮し、
ネットやメッシュフェンス等の補助資材を利用目的により適切に設けるようにしてください。

《風、乾燥対策の手法例》

★ ★

★ ★

★ ★

ア　ワイヤー支柱、布掛け支柱、地下式支柱などを設置
イ　植栽基盤が薄い場合は、根鉢の薄い樹木を導入し、支持材で固定
ウ　地表面に、マルチング材（地被植物、バーク、不織布、砂利など）を設置
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書類名 記載内容等
①緑化計画書 37ページ（記入例 30ページ）
②緑化計画の概要書 39ページ（記入例 34ページ）
③植栽樹木等一覧表 40ページ
④緑化面積確認表 41ページ（記入例 35ページ）

⑤案内図（位置図） 当該地の位置･方位を明示し、所在地を住居表示で記入（作成例31ページ）

⑥土地利用計画図
設置予定施設及び道路後退部や建築物、共用スペース、駐車場等の土地利用
計画を記載（作成例 31ページ）
緑化計画平面図と兼ねても可

⑦緑化計画平面図等

○敷地　境界を赤色の実線で着色し囲む。
○建築物等　敷地内の建築物（既存・新設）は黄色の実線で着色して囲む。
　・工作物（擁壁やフェンス、塀など）がある場合は構造及び位置を明示
　・増･改築の場合は施行前の図面も添付
○緑地帯の区域、植栽･残存する樹木等の位置、種類･高さ･本数（又は密度）、
　壁面緑化は誘引資材の高さを記入
・地上部で、既存の緑地はオレンジ色、新たに設ける樹木による緑地は緑色、
　草花等の緑地は黄緑色、緑化面積に算入しない緑地は白色
・建築物上（屋上・壁面・ベランダ等）も地上部同様に緑地を着色
○接道部の長さ、接道部緑化の長さ及び接道部緑化率の計算式を記入
○道路境界線を青色着色
○屋上平面図(屋根伏図)は、屋上の構造、利用形態等がわかる平面図とすること。
屋上面積(利用可能面積)の範囲を明示し、屋上面積の求積の計算表を記載すること。

⑧接道部立面図 ○接道部立面図の植栽状況を記入
○植栽樹木、壁面緑化等の植物の種類、高さを記入

⑨緑化計画断面図

○緑化箇所断面図の植栽状況と土壌厚を明記
○樹木の高さ、緑地の有効幅、接道部の高低差及びフェンス等を設置する場合
　はその位置、構造・高さ、道路の幅員等を記入
○建築物上（屋上・ベランダ等）の緑化は、植栽基盤の断面図を示し、構造と
　土壌厚を記入　手すりや柵等を設置する場合はすべて図示
○壁面緑化の場合は、壁面又は補助資材の構造及び高さを図示

⑩緑化面積等計算図
（地上部及び建築物上）

○緑化計画平面図の中の緑地を求積した図面
○植栽地の位置を明示
　・面積の算定方法は、三斜求積を基本としますが、CADによる座標求積も可
　　ですが、縮尺・主な寸法は図面に明記してください。
　・三斜求積の場合は計算表と計算式を記載
　・緑化平面図、接道部立面図と兼ねても可

⑪敷地求積図
○三斜求積を基本としますが、CADによる座標求積も可ですが、縮尺・主な寸
　法は図面に明記してください。
○複数の用途地域にまたがる場合はその求積図も添付

⑫その他必要な書類 委任状・指示された図面・既存木を残す場合はその樹木の写真・資料等

施設配置図
屋上平面図

11.　緑化計画書の提出及び作成要領
（１）緑化計画書の提出

　建築確認申請等の前に、緑化計画書を提出して、緑化計画認定通知書を受けてください。審査に
時間がかかることがあるので、事前相談は建築確認申請等の概ね30日前とします。

（２）提出部数

（３）提出様式

表１１　緑化計画書添付書類一覧

※屋上緑化に関する書類は、敷地1,000㎡未満は不要。ただし、国及び地方公共団体の場合は敷地250㎡以上が対象です。

　正・副各１部を提出してください。副本は正本のコピーでも構いません。

　この手引に掲載されている様式をコピーして使用してください。（大田区のホームページにも掲
載しています。）書類のサイズはＡ４です。添付書類はサイズに決まりはありませんが、Ａ４に折
りたたんでください。緑化計画書には、下記の書類を添付してください。

添
付
書
類



　緑化計画認定通知書が交付された後に、緑化計画書の内容を変更しようとするときは、速やか
に緑化計画書の変更届（正・副各１部）を提出し、再認定を受けてください。

書類名 記載内容等

37ページ（第 13号様式）①緑化計画書（変更）

25ページ（図面については、変更後の内容がわかるもの）
②緑化計画書
　添付書類一覧②～⑫

　緑化計画認定通知書を受けた後に、建築行為等の計画を中止する場合は、「取りやめ届」を提出し
てください。

書類名 記載内容等

取りやめ理由を記載（様式についてはお問合せください。）①緑化計画取りやめ届

緑化計画認定通知書(原本)と緑化計画書の副本②添付書類

※　建築行為等を行う者が変更になった場合は、建築行為等を行う者の変更届も提出してください。

26

③緑化計画認定通知書の写し

（４）緑化計画書の変更届

（５）計画の取りやめ届

表１３

表１２
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12.　緑化完了届の提出及び作成要領

（１）緑化完了届の提出
　当該施設の緑化が完了したときは、速やかに緑化完了届(正・副各１部）を提出してください。

（２）緑化完了届の作成要領
　緑化完了届(正・副各１部）には、下表の書類を添付してください。

（３）緑化完了届に関する現地調査

（４）緑化完了確認通知書の交付

　提出していただいた緑化完了届に基づいて、現地調査を行うことがあります。
　訪問調査の日時は、緑化完了届受理後に連絡します。

　緑化完了届の審査及び緑化計画の実施状況についての調査が終了すると「緑化完了確認通知書」
を交付します。

表１４　緑化完了届添付書類一覧
書類名 記載内容等

①緑化完了届

③完了写真

②緑化完了平面図
　緑化面積等計算図添

付
書
類

38ページ（副はコピーで可）
（緑化計画認定通知書の写しも）

○要領は緑化計画平面図に同じ
○写真を撮影した方向とそれに対応する写真番号を記入

○写真は、植栽の形状・寸法がわかるようにスケールを必ず添えて、
　植栽の全体及び個々の状況が判別できるように撮影
○接道部緑化については、道路との関係が明らかな写真を含める。
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区内での主な緑化推奨樹木の特性

区　分 樹　種

特　性
落ち葉 成長 日照 剪定 花 葉 実 香り

○落葉樹
●常緑樹

○早い
●遅い

○好陽性
●耐陰性

○強い
●弱い ○比較的楽しめる

空欄は普通

）
上
以
ｍ
５
が
高
樹
来
将
な
的
般
一
（
木
高

●○○●類ツマ
○●類バヒ

○●●キマヌイ
○●●キマヤウコ
○●●●ヒウトツイド
○○○○アイコセタメ
○○○○ウョチイ

○●●●キノイシ
○○●●シカラア
○○●シカラシ

クスノキ ○○○○●
○●キノブタ

○●●モモマヤ
○●キノトルホ

○○●チモネガロク
○○●クコッモ

○○●クボンサイタ
●●●ハリズユ

○○○キヤケ
○○キノエ

○レニキア
○○デシカア

○○○ラナコ
○○○ギヌク

○○キノゴエ
○○○ラツカ
○○●○類ラクサ

○○○キノチト
○○○●○キズミナハ

○○シウボマヤ
○●○類デエカ・ジミモ

サルスベリ ○ ● ○ ○ ○
○○○ンレクモクハ

○○キバツツナ
○○○シブコ
○○●○ンリカ

○●○○キノムネ

）
度
程
ｍ
３
が
高
樹
来
将
な
的
般
一
（
木
中

○●類ーァフニコ
○○●チモメナカニベ

○○●イセクモンキ
ヒイラギモクセイ ● ○

○○○●ュジイケッゲ
●●ノミレクカ

○○●●マタガオウト
サンゴジュ ○○○○○●

○○●類キサマ
○○●クサンマワキト

○○○○○○メウ
○○ウドイカナハ

○○○ゴンリメヒ
○●○ンレクモシ
○●○シブコデシ
○○クサンマ

○○●○ミズマガ
○●○ミユマ

○○ゲクム
○○ユュシンサ

○○○ロクザ
○○○クッライラ
○○●○イバウロ

○○○○ゴィデカリメア
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区　分 樹　種

特　性
落ち葉 成長 日照 剪定 花 葉 実 香り

○落葉樹
●常緑樹

○早い
●遅い

○好陽性
●耐陰性

○強い
●弱い ○比較的楽しめる

空欄は普通

）
満
未
ｍ
２
が
高
樹
来
将
な
的
般
一
（
木
低

○●●キオア
○●●●ビセア

○○●類ゲツ
○●●シナチク
○●イバンリャシ

ジンチョウゲ ○○●●●●
○●ギナヤウョビ
○●イバシンキ

ツツジ・サツキ類 ○　● ○ ○ ○
●　○類ミグ ○
○ンテンナ ○

○○類イサジア
○○○○類ギツウ
○○リマデコ
○●○キブマヤ
○○ギナヤキユ
○○ケツモシ

○○ギキシニ
○○キズミガウュヒ
○○キズミサト
○●●●アミルカ

○○○○○類ラバ
○●●●ゲナクャシ洋西

）
等
性
ん
は
登
・
性
る
つ
（
他
の
そ

○○●ラズカカイテ
○○●ラズカイス

○●●ベム
○○●ンミスャジナイラロカ

○○●●ウソチニチニルツ
○●●キサマルツ
○○●●　○類タツ

○○○○ジフ
ノウゼンカズラ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○類ウドブ
○○○イウキ

トケイソウ ○○○○
○○○スチマレク
○○類ラバルツ
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緑化計画書　記入例
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大田区大森南○－○－○

案内図（作成例） 

土地利用計画図（作成例） 

自転車置場

○
○
通
り

駐車場

車両出入口
道　　路

道
　
　
路

出
入
口

建物　一階平面配置
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キキ
キキ

キキ
キキ

キキ
キキ
キキ

ハハ

キキ
キキ
ハハ

キキ
キキ

キキ
キキ

ハハ

クク

キキ ナナ キキ ナナ キキ ナナ キキ ナナ キキ キキナナ
ナナ②

⑤

①

⑤クスノキ
　H＝5.0m  1 本
（既存・単独木）

④ ④アオキ
　H＝0.3m  W＝0.6m  50本

⑥ ⑥コウライシバ   35㎡
　ローズマリー   7㎡
　フィリヤブラン   7㎡　

⑦
 ⑦キンモクセイ  H＝1.5m  6本
　 アオキ  H＝0.3m  W＝0.6m  11本

③
③ナツツバキ  H＝3.0m  5本
　 キンモクセイ  H＝2.5m  6本
　 アオキ  H＝0.3m  W＝0.6m  20本

②ナツツバキ  H＝3.0m　1本
　アオキ  H＝0.3m  W＝0.6m  5本

①ハナミズキ　H＝3.0m　3本
　キンモクセイ　H＝2.5m  15本
　アオキ  H＝0.3m  W＝0.6m  15本

キキ
キキ
キキ
キキ
キキ
キキ

緑化計画平面図（作成例） 
 

地上部

樹種名

木
高

木
中

木
低

屋上部

ナツツバキ

ハナミズキ

クスノキ

高さ(ｍ) 本数 備　考

キンモクセイ

アオキ

計

計

計

3 . 0

3 . 0

5 . 0

2 . 5

0 . 3

6

3

9

1

21

21

90

90

既存・単独木

枝張 0 . 6 ｍ

コウライシバ

ローズマリー

フィリヤブラン

キンモクセイ

アオキ 0 . 3

1 . 5

35 ㎡

7 ㎡

7 ㎡

6

11

－ －

－ －

－ －

樹種名 高さ(ｍ) 本数 備　考

スケール　１ /  ○○○

キキ

キキ
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緑化面積等計算図（作成例）

②

⑤
①

④

⑥

⑦

③

25.0m 1.5m

25.0m

7.0m

7.
0m

2.
5m

0.
6m

2.
5m

3.
0m

3.0m

27
.5
m20
.0
m

1.
0m

1.0m

2.83m

2.82m37.5m

32.75㎡
セットバック部分

計算式 面積(㎡)番号 備　考

3.0×1.0÷2×2＋2.82×2.83÷2

30 . 00①

②

③

④

⑤

1.5×20.0

25.0×2.5

25.0×0.6

(5÷2) 2 ×3.14

小　計

合　計

既存・単独木

6 . 99

62 . 50

15 . 00

114 . 49

19 . 62

134 . 11

計算式 面積(㎡)番号 備　考

7.0×2.5

49 . 00⑥

⑦

7.0×7.0

17 . 50

合　計 66 . 50

地上部緑化面積

屋上部緑化面積

接道部延長　27.5＋2.82＋37.5＝67.82ｍ

接道部緑化率　49.82÷67.82 ⇒ 73.46％
接道部緑化延長　20.0＋1.0＋2.82＋1.0＋25.0＝49.82ｍ

スケール　１ /  ○○○

P.H.

20
.0
m

10.0m
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緑化計画の概要書（作成例） 
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緑化面積確認表(作成例) 総合設計制度等を利用する場合は、大田区ホーム
ページ上のエクセルによらず手計算をしてください。

注意

★の欄の数字については、緑化基準面積(Ａ)とア緑地帯・
生垣の面積の小さい方の面積となります。
地上部から振替等がある場合は、窓口でご相談ください。

注意
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★

緑化計画断面図(作成例)
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Administrator
ホワイトベタ

Administrator
ホワイトベタ

Administrator
ホワイトベタ
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Administrator
ホワイトベタ

Administrator
ホワイトベタ
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緑化計画の概要書 
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大田区みどりの条例

平成 24年 12月 14日
条例第 57号

目　次
第１章　総則（第１条 ― 第７条）
第２章　緑の基本計画（第８条 ― 第 10 条）
第３章　みどりの保全及び保護
　　第１節　みどりの保全（第 11条 ― 第 13 条）
　　第２節　みどりの保護（第 14条 ― 第 20 条）
　　第３節　区民緑地（第 21条）
第４章　みどりの創出
　　第１節　緑化の推進（第 22条・第 23条）
　　第２節　緑化の計画（第 24条 ― 第 30 条）
第５章　地域力を生かしたみどりのまちづくり（第31条・第32条）
第６章　雑則（第 33条）
付　則

第１章　総則
　（目的）
第１条　この条例は、大田区（以下「区」という。）の地域力を生
かしたみどりのまちづくりに関する基本理念及び施策につい
て必要な事項を定め、区民、事業者及び区の責務を明らかに
することにより、それぞれが連携してみどりを守り、創り、
育み、もって区民にとってかけがえのないみどり豊かな美し
いまちを実現することを目的とする。

　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　みどり　樹林地、草地、農地、公園緑地、植栽被覆地その
他の緑地、河川、池沼、海浜、湧水地その他の水辺並びに園
芸及び修景を目的とした緑化施設並びにこれらを一体的に構
成する動植物、水、土壌等の自然的要素をいう。

（２）　区民　区内に居住し、在勤し、又は在学する者及び区内に土
地を所有している者等並びにこれらの者で構成する団体をい
う。

（３）　事業者　区内で事業を行う個人、法人及びこれらの者で構
成する団体をいう。

（４）　地域力　区民及び事業者が持っている力並びにこれらの者
及び区が互いに連携し、協働することによって生まれる力によ
り多様な地域の課題を解決し、魅力ある地域を創造していく力
をいう。

（５）　建築物　建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）第２条第１
号に規定する建築物をいう。

　（基本理念）
第３条　地域力を生かしたみどりのまちづくりの基本理念（以下
「基本理念」という。）は、次に掲げるとおりとする。

（１）　区民の暮らしに潤いを与えるとともに、生物の生息環境に
密接な関係のある貴重なみどりを守り、創り、育むことにより、
みどり豊かな環境を未来へ引き継ぐこと。

（２）　区民、事業者及び区が力を合わせ、みどりのまちづくりの
推進を図ること。

　（区民の責務）
第４条　区民は、みどりのまちづくりの主体として、自ら行動を
起こすとともに、事業者及び区と連携して、基本理念が目指
すみどりのまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

　（事業者の責務）
第５条　事業者は、事業活動を行うときは、みどりのまちづくり
のために必要な措置を講ずるとともに、区民及び区と連携し
て、基本理念が目指すみどりのまちづくりに寄与するよう努
めなければならない。

　（区の責務）
第６条　区は、区民及び事業者と連携して、基本理念が目指すみ
どりのまちづくりの実現に向けて、必要な措置を講じなけれ
ばならない。

２　区は、区民及び事業者のみどりのまちづくりに関する提案及
び意見を施策に反映するよう努めなければならない。

　（区の木、区の花及び区の鳥）
第７条　区民、事業者及び区は、大田区の木、花の選定について（昭
和 51年告示第 400 号）に定めるクスノキ及びウメ並びに大田
区の鳥の選定について（平成２年告示第 305 号）に定めるウグ
イスについて、保護、育成及び普及に努めなければならない。

第２章　緑の基本計画
　（緑の基本計画の策定）
第８条　区長は、都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）第４条第
１項に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
（以下「緑の基本計画」という。）を定めなければならない。
２　区長は、緑の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ
区民、事業者等の意見を反映するよう必要な措置を講ずるも
のとする。

３　区長は、緑の基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。

４　前２項の規定は、緑の基本計画を変更するときについて準用
する。

　（緑の実態調査）
第 9条　区長は、緑の基本計画を定めるとき及び変更するときは、
緑の実態調査を行い、その結果を公表しなければならない。

　（緑の基本計画の推進）
第 10条　区長は、区民、事業者等とともに、緑の基本計画の推
進を図るものとする。

第３章　みどりの保全及び保護
第１節　みどりの保全
　（緑環境の保全）
第 11 条　区民、事業者及び区は、樹木、樹林地、草地、農地、
公園緑地、植栽被覆地その他の緑環境の保全に努めなければ
ならない。

　（水環境の保全）
第 12条　区民、事業者及び区は、河川、池沼、海浜、湧水、地
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下水その他の水環境の保全に努めなければならない。

　（生物多様性の保全等）
第 13条　区民、事業者及び区は、みどりに息づく生物の多様性
を保全するため、生物生息環境の保全、創出及び連続性の確
保に努めなければならない。

第２節　みどりの保護
　（保護樹木及び保護緑地の指定）
第 14条　区長は、規則で定める基準に該当する樹木及び緑地の
うち、特に保護し、育成すべき樹木及び緑地についてその所
有者又は管理者（以下「所有者等」という。）の申請に基づき、
保護樹木及び保護緑地として指定することができる。ただし、
国又は公共団体の所有又は管理するものについては、この限
りでない。

２　区長は、前項の規定により指定した保護樹木及び保護緑地（以
下「保護樹木等」という。）の保護のため必要な限度において、
所有者等に保護樹木等の現状又は維持管理の状況について報
告を求めることができる。

　（所有者等の義務）
第 15条　保護樹木等の所有者等は、当該保護樹木等が常に良好
で安全かつ適正な状態を保つよう維持管理に努めなければな
らない。

２　保護樹木等の所有者等は、前条第２項の規定により区長から
保護樹木等の現状又は維持管理の状況について報告を求めら
れたときは、これに応じなければならない。

　（所有者等への支援）
第 16条　区長は、保護樹木等の保護育成及び維持管理（以下
　 「保護育成等」という。）に関し必要があると認めるときは、
　 予算の範囲内で保護育成等に係る費用の一部を補助することが
　 できる。
２　区長は、保護育成等に関する技術上の指導を行うとともに、
保護育成等に必要な支援を行うことができる。

　（保護樹木等に係る届出）
第 17条　保護樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当
するときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を区
長に届け出なければならない。

（１）　保護樹木等の樹木を伐採又は移植しようとするとき（非常災
害のため必要な応急措置として行う場合を除く。）。

（２）　保護樹木等の存する土地の改変を行うとき。
（３）　保護樹木等が滅失又は枯死したとき。
（４）　所有者等に変更があったとき又は所有者等の住所の異動が
あったとき。

（５）　前各号に掲げる場合のほか、保護樹木等の形態に著しい異変
があったとき。

　（台帳）
第 18条　区長は、保護樹木等の台帳を作成し、記録保管してお
かなければならない。

　（標識の設置）
第 19条　区長は、保護樹木等を表示する標識を設置するものと
する。

得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、若しくは損
壊してはならない。

　（保護樹木等の指定の解除）
第 20条　区長は、保護樹木等が次の各号のいずれかに該当する
ときは、指定を解除することができる。

（１）　第 14条第１項に規定する基準に該当しなくなったとき。
（２）　滅失又は枯死したとき。
（３）　所有者等から指定の解除の申請があったとき。
（４）　その他公益上必要があるとき。
２　区長は、前項第３号に規定する指定の解除の申請について、
保護樹木等の保護の視点から必要があると認めたときは、所
有者等に対し、変更の措置を求めることができる。

第３節　区民緑地
　（区民緑地の設置及び管理）
第 21 条　区長は、都市緑地法第 55 条に規定する緑地又は緑化
施設（以下「区民緑地」という。）の契約の締結及び設置並びに
管理に関する必要な措置を行うことができる。

２　区長は、区民緑地を良好に維持管理し、その保全に努めなけ
ればならない。

第４章　みどりの創出
第１節　緑化の推進
　（公共施設の緑化推進）
第 22条　道路、公園、河川、学校、庁舎その他の公共施設（以
下「公共施設等」という。）を設置し、又は管理する者は、公共
施設等及び公共施設等の敷地について、緑化をしなければな
らない。

２　前項の規定により緑化した公共施設等及び公共施設等の敷地
を管理する者は、当該公共施設等及び公共施設等の敷地の緑
の適切な維持管理に努めなければならない。

　（民間施設の緑化推進）
第 23条　区民及び事業者は、その住居、事務所、事業所等の施
設及びこれらの敷地について緑化に努めなければならない。

２　区長は、前項の規定により緑化を行う者から緑化に関する相
談を受け、当該緑化を行う者に対して指導及び助言を行うこ
とができる。

第２節　緑化の計画
　（緑化）
第 24条　300 平方メートル以上（国及び地方公共団体にあって
は、250 平方メートル以上）の敷地において建築物の新築、増
築及び改築並びに規則で定める行為（以下これらを「建築行為
等」という。）を行う者は、規則で定める基準により、緑化を
しなければならない。

２　建築行為等を行う者並びに前項の規定により緑化した敷地又
は建築物等を所有し、管理し、又は使用する者及び前項の規
定により緑化した建築物に居住する者は、当該敷地及び当該
建築物等の屋上、壁面等の緑の適切な維持管理に努めなけれ
ばならない。

　

２　前項の規定は、規則で定めるものについては適用しない。
３　何人も、第１項の規定により設置された標識を区長の承諾を
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び建築物等の緑化の計画を規則で定めるところにより区長に
提出し、認定を受けなければならない。

２　前項に規定する緑化の計画は、規則で定める基準に適合する
ものでなければならない。

３　第１項の規定により認定を受けた緑化の計画を変更するとき
は、区長と協議の上、当該変更に係る緑化の計画を規則で定
めるところにより区長に提出し、認定を受けなければならな
い。

４　第１項の規定により認定を受けた緑化の計画を取り止めると
きは、規則で定めるところにより速やかにその旨を区長に届
け出なければならない。

５　建築行為等を行う者は、規則で定める事項に留意して緑化の
計画を作成し、緑化の推進及び地域の自然環境の向上に努め
なければならない。

　（完了の届出）
第 26条　建築行為等を行う者は、緑化が完了したときは、規則
で定めるところにより速やかにその旨を区長に届け出なけれ
ばならない。

　（完了の調査）
第 27条　区長は、前条の規定による届出があったときは、区長
の指定する者にこの条例及び規則で定める基準に適合してい
るかどうかについての調査を行わせることができる。

２　前項の調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関
係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

　（指導）
第 28条　区長は、建築行為等を行う者が次の各号のいずれかに
該当するときは、必要な措置を講ずるよう指導することがで
きる。

（１）　第 25条第１項若しくは同条第３項に規定する認定を受けな
いとき又は認定の内容に違反し、若しくはその履行をしない
とき。

（２）　第 25条第３項に規定する協議を行わないとき又は正当な理
由なくこれを遅延させたとき。

（３）　第 25条第４項若しくは第 26条の規定による届出をしない
とき又は届出の内容に違反し、若しくはその履行をしないと
き。

　（勧告）
第 29条　区長は、建築行為等を行う者が前条の規定による指導
に従わないときは、勧告することができる。

　（公表）
第 30条　区長は、建築行為等を行う者が前条の規定による勧告
に従わないときは、意見を聴取した上で、勧告の内容及び勧
告に従わない者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公
表することができる。

　　　

第５章　地域力を生かしたみどりのまちづくり
　（連携と協働によるみどりのまちづくり）
第 31条　区民、事業者及び区は、区内のみどりを着実に増やし、

２　区民、事業者及び区は、まちの魅力や個性を高めていくため
に、区内それぞれの地域で連携と協働により地域のみどりの
まちづくりに努めるものとする。

３　区長は、みどりのまちづくりに取り組む区民及び事業者に対
して、必要な支援を行うことができる。

　（みどりの協定）
第 32条　区長は、区内の一定地域の区民又は事業者がその合意
に基づき、当該地域内のみどりの保全と緑化の推進に関する
取決めを定めたときは、当該地域内の区民又は事業者からの
申出により、みどりのまちづくりの推進に関する協定を締結
することができるとともに、その活動に対する支援を行うこ
とができる。

第６章　雑則
　（委任）
第 33条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行につい
て必要な事項は、規則で定める。

付　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成 25年４月１日（以下「施行日」という。）か
ら施行する。ただし、第４章第２節並びに付則第６項及び第
８項の規定は、平成 25年 10月１日から施行する。

　（大田区みどりの保護と育成に関する条例の廃止）
２　大田区みどりの保護と育成に関する条例（昭和 50年条例第
48号）は、廃止する。

　（経過措置）
３　大田区緑の基本計画グリーンプランおおた（平成 23年３月
22日 22 まま発第 10997 号）は、第８条第１項の規定により
定められた緑の基本計画とみなす。

４　この条例の施行の際現に第２項の規定による廃止前の大田区
みどりの保護と育成に関する条例（以下「廃止条例」という。）
第８条の規定により作成し、記録保管している台帳は、第 18
条の規定により作成し、記録保管している台帳とみなす。

５　この条例の施行の際現に廃止条例第９条第１項の規定により
設置している標識は、第 19条第１項の規定により設置してい
る標識とみなす。

６　付則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に東京にお
ける自然の保護と回復に関する条例（平成 12年東京都条例第
216 号）第 14条第１項の規定により緑化計画書を作成し、届
け出ている者は、第 25条第１項の規定により緑化の計画を提
出し、認定を受けている者とみなす。

７　施行日前に廃止条例の規定により行った処分、手続その他の
行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その
他の行為とみなす。

８　第４章第２節の規定は、平成 25 年 10 月１日以後に緑化の
計画を提出する者について適用し、同日前までに緑化の計画
を提出する者については、なお従前の例による。

みどり豊かな地域環境を創出するために、連携と協働による
みどりの確保及び創出に努めるものとする。

（緑化の計画）
第 25条　建築行為等を行う者は、当該建築行為等に係る敷地及
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大田区規則第 1 号
平成 25年 1月 8日
大田区みどりの条例施行規則

（抜粋）

　（緑化義務の対象行為）
第 14条　条例第 24条第１項に規定する規則で定める行為とは、
次に掲げる行為をいう。

（１）　300 平方メートル以上（国及び地方公共団体にあっては、
250 平方メートル以上）の敷地における駐車場（都民の健康
と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第
215 号）第２条第８号に規定する指定作業場であって、同条例
別表第２第２号に規定する自動車駐車場をいう。以下同じ。）
の設置

（２）　1,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体にあっては、
250 平方メートル以上）の敷地における製造施設、貯蔵施設そ
の他これらに類する工作物並びに屋外運動競技施設及び屋外
娯楽施設の建設

（３）　開発事業（地域力を生かした大田区まちづくり条例（平成
22年条例第 44号）第２条第 13号に規定する住宅宅地開発事
業、同条第 15 号に規定する集団住宅建設事業及び同条第 30
号に規定する墓地開発事業をいう。）を行うこと。

　（緑化の基準）
第 15 条　条例第 24 条第１項に規定する規則で定める基準は、
次に掲げるとおりとする。ただし、第２号の規定は、建築物
のみに適用する。

（１）　地上部（敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分を
いう。以下同じ。）の緑化にあっては、別表第４の左欄に掲げ
る区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の敷地について、
樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。この場合
において、接道部（敷地のうち、建築基準法（昭和 25年法律
第 201 号）第 42条第１項及び第２項に規定する道路（建築基
準法附則第５項に規定する道路の位置の指定があったものと
みなす建築線による道路を含む。以下「道路」という。）に接
する部分をいう。以下同じ。）の緑化にあっては、別表第５の
左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる敷地の規模に
該当する数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部
について、樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。
ただし、通行の便その他の事情により、接道部の樹木の植栽
等による緑化に支障があると認められる場合は、この限りで
ない。

（２）　1,000 平方メートル以上（国及び地方公共団体にあっては、
250 平方メートル以上）の敷地における建築物上（建築物の屋
上、壁面又はベランダ等の平面及び立面の部分をいう。以下
同じ。）の緑化にあっては、別表第６の左欄に掲げる区分に応
じ、同表の右欄に掲げる面積以上の建築物上の面積について、
樹木、芝、多年草等の植栽による緑化を行わなければならない。

２　前項第１号の地上部での緑化の面積の基準を満たすことが困
難な特段の理由があるときは、別表第４の基準に基づき算出
される当該地上部において必要とされる緑化面積の２分の１
を限度に、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物上の同一
面積について、樹木の植栽等による緑化をもって代えること

ができる。ただし、この場合における当該建築物上の緑化面
積は、同項第２号の建築物上の緑化面積には算入しないものと

とする。

３　第１項第２号の建築物上での緑化の面積の基準を満たすこと
が困難な特段の理由があるときは、別表第６の基準に基づき
算出される当該建築物上において必要とされる緑化面積のう
ち、緑化が困難な面積相当分は、当該地上部の同一面積につ
いて、樹木、芝、多年草等の植栽による緑化をもって代える
ことができる。ただし、この場合における当該地上部の緑化
面積は、同項第１号の地上部の緑化面積には算入しないもの

４　第１項第１号の地上部での緑化に当たっては、同号の地上部
での緑化の面積の基準 10 平方メートル当たり、通常の成木の
樹高が５メートル以上の樹木（植栽時に樹高３メートル以上で
あること。以下「高木」という。）１本、通常の成木の樹高が３
メートル以上の樹木（植栽時に樹高1.5 メートル以上であるこ
と。以下「中木」という。）２本、高木及び中木以外の樹木（
植栽時に樹高0.3メートル以上であり、枝張りが 0.6 メートル
以上であること。以下「低木」という。）５本の割合を基準と
して植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の形状等に
よりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められ

５　建築行為等に係る敷地における既存の樹木又は保護樹木等を
残す建築行為等を行う場合の緑化の面積の算定は、区長が別
に定める。

６　第１項から第３項までの規定にかかわらず、区長が特に認め
る場合の緑化の面積の基準は、区長が別に定める。

（緑化の計画の提出）
第 16 条　条例第 25条第 1項に規定する緑化の計画の認定を受
けようとする者は、建築基準法第６条第１項に規定する確認
の申請その他区長が定める手続の前までに緑化計画書（別記第
13号様式）に緑化に関する計画を明らかにする図面等を添え
て、区長に提出しなければならない。

２　条例第 25条第３項に規定する緑化の計画の変更の認定を受
けようとするときは、緑化計画書（別記第13号様式）に緑化の

　

３　前条第６項に規定する区長が別に定める緑化の面積の基準の
適用を受けようとする者は、第１項の規定により緑化計画書
等を提出する際に、理由書（別記第14号様式）を添付しなけれ
ばならない。

（緑化の計画の認定）
第 17 条　区長は、条例第 25 条第１項に規定する緑化の計画の
認定をしたときは、建築行為等を行う者に対し緑化計画認定
通知書（別記第 15号様式）により通知するものとする。

２　前項の規定は、条例第 25条第３項に規定する緑化の計画の
変更の認定をしたときに準用する。

する。

る場合は、この限りでない。

計画を明らかにする図面等を添えて、区長に提出しなければな
らない。

（緑化の計画の取りやめ）
第 18 条　条例第 25 条第４項の規定による届出を行う者は、緑
化計画取りやめ届（別記第 16号様式）を区長に提出しなけれ
ばならない。
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（１）　緑化に係る費用の助成
（２）　技術指導
（３）　人材育成
（４）　情報の提供
（５）　活動の場の提供
（６）　表彰
（７）　その他区長が必要と認める支援

　　　付　則

　（施行期日）
１　この規則は、平成 28年４月１日から施行する。ただし、第
15 条、第 16 条、別表第４、別記第 13 号から別記第 15 号様
式まで、別記第 17 号様式及び別記第 18 号様式の改正規定は、

　
（大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則の廃止）
２　大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則（昭和 50
年規則第 17号）は、廃止する。 

平成 28年５月１日から施行する。

（緑化の計画の作成に係る留意事項）
第 19 条　条例第 25 条第５項に規定する規則で定める事項は、
次に掲げるとおりとする。

（１）　既存の樹木及び緑地は、可能な限り残すよう努めること。
（２）　接道部にやむを得ずフェンス又は柵を設ける場合は、植栽
との調和及び沿道の景観並びに道路交通への安全性に配慮す
ること。

（３）　建築行為等に係る敷地及び周辺に湧水が存する場合は、当
該湧水の保全に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講じる
よう努めること。

（４）　緑の基本計画で定めた水と緑の環境軸の形成に資するため、
区長が特に必要と認める地域において建築行為等を行う場合
は、別に定める計画に基づき、緑化の配慮に努めること。

（５）　複数の建築物等を有する大規模な一団の土地において建築
行為等を行う場合は、景観に配慮した敷地全体についての計
画を提出し、緑化の推進及び地域の自然環境の向上に努める
こと。

　（完了の届出）
第 20 条　条例第 26 条の規定による届出を行う者は、緑化完了
届（別記第 17号様式）に緑化に関する完了の現況を明らかに
する図面等を添えて、区長に提出しなければならない。

　（完了の通知）
第 21条　区長は、前条に規定する届出について確認したときは、
建築行為等を行う者に対し緑化完了確認通知書（別記第 18号
様式）により通知するものとする。

　（完了の調査）
第 22 条　条例第 27 条第２項に規定する調査を行う者の身分を
示す証明書は、身分証明書（別記第 19号様式）による。

　（勧告の方法）
第 23 条　条例第 29 条の規定による勧告は、次に掲げる事項を
記載した書面を建築行為等を行う者に送付することにより行
うものとする。

（１）　建築行為等を行う者の住所及び氏名（法人にあっては主たる
事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

（２）　建築行為等の施行場所及び概要
（３）　勧告の内容及び理由

　（勧告の公表等）
第 24 条　条例第 30 条の規定による意見の聴取は、勧告に対す
る意見書（別記第 20号様式）により行うものとする。

２　条例第 30条の規定による公表は、次に掲げる事項を区役所
の掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

（１）　公表日及び公表する期間
（２）　建築行為等を行う者の住所及び氏名（法人にあっては主たる
事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

（３）　建築行為等の施行場所及び概要
（４）　勧告の内容及び理由
（５）　建築行為等を行う者が勧告に従わない事実

（連携と協働によるみどりのまちづくりに係る支援）
第 25 条　条例第 31 条第３項に規定する必要な支援は、次に掲
げるとおりとする。
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